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１ 将来の人口見通し

▶ 徳島県の総人口は、2021年10月1日現在71.2万人（前年比 自然増減率▲0.82％，社会増減率▲0.24％）
近年は減少し続け、2045年には53.5万人となる見通し

▶ 人口構造は大きく変化し、徳島県の年少人口（0～14歳）の割合は、1950年の36.3％（31.9万人）
から2021年は10.8％（7.7万人）と大幅に低下、2045年には9.8％（5.2万人）まで低下する見通し

2020年以前 総務省「国勢調査」（2015，2020 不詳補完値）
2021年 総務省「人口推計」（10月１日現在）
2025年以降 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
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２ 少子化の現状

▶ 2021年の出生数（概数）
全国 「811,604人」で、前年より 29,231人減少（過去最少）
徳島県 「4,337人」で、前年より 184人減少（過去最少，6年連続で減少）

▶ 2021年の合計特殊出生率（概数）
全国 「1.30」で、前年より 0.03ポイント低下
徳島県 「1.44」で、前年より 0.04ポイント低下（全国16位）

希望出生率１．８の実現

※ 希望出生率：結婚して子供を産みたいという人の希望が叶えられた場合の出生率

2021は概数※ 合計特殊出生率：「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、
１人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する
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（参考）県内市町村の出生数の状況

徳島県 「推計人口」（徳島県人口移動調査年報）

▶ 県内市町村の出生数（2018年～2021年）の状況は、次のとおり
2021年の出生数の前年比では、９市町増加、１町増減なし、１４市町村減少



第１子＝第１子出生時の母の平均年齢
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３ 少子化の原因① ～未婚化・晩婚化～

▶ 平均初婚年齢：徳島県の2021年は、男性 30.3歳・女性 29.2歳で、
1985年から男性で2.6歳・女性で4.2歳上昇
全国と同様に、2015年以降男女とも横ばい傾向で晩婚化の進行は鈍化

▶ 50歳時の未婚率：1990年を境に大幅に上昇し、急速に未婚化が進行
徳島県 1990年（男性 4.79%・女性 3.63％）⇒ 2020年（男性 26.22%・女性 17.47%）

初婚年齢：厚生労働省「人口動態統計」
50歳時の未婚率：総務省「国勢調査」
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３ 少子化の原因② ～女性人口の変動～

徳島県女性人口（15歳~49歳）
▶ 女性人口：年々減少している
▶ 女性人口移動者数：転出超過が続いているが、超過数は2020年から２年連続で減少している

2021年は転入者が増加し、転出者が減少している

徳島県「推計人口」 総務省「住民基本台帳移動報告」
（10月1日現在）
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４ その他資料 ～待機児童数～

保育所等待機児童数
▶ 全国 2021年（4月1日時点）5,634人で、前年より6,805人の減少
▶ 徳島県 2022年（4月1日時点）0人（記録に残るH11以降で初めて）

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

徳島県 27 30 30 35 29 47 41 41 57 60 94 33 73 61 23 0

全国 17,926 19,550 25,384 26,275 25,556 24,825 22,741 21,371 23,167 23,553 26,081 19,895 16,772 12,439 5,634
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オープンとくしま e－モニターアンケート （R4.6.29～R4.7.12実施）

５ 少子化対策に関する意識調査（徳島県）

▶ 子育てについて、主にどのように感じているか
（又はイメージがあるか）

・ 仕事が忙しいから（44.2％）
・ 職場において、育児休業・介護休業、有給休暇等の取得しやすい

環境や多様な働き方を支える環境が整っていないから（32.6％）
・ 地域の実情に応じた、育児や介護等を行う家庭を支援する社会基

盤が整備されていないから(14.0％）
・ その他（9.3％）

7

※ とれていない理由

▶ 子どもと一緒の時間や親の介護、自己実現のための
時間が十分にとれているか

※ 当調査結果（全１２問）は、
県ホームページで公表しています

ホームページ

ｎ=178
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少子化対策をめぐる最近の国の動き（参考資料）

１ 少子化社会対策大綱

8



少子化社会対策大綱の推進に関する検討会 中間評価（令和4年7月26日）概要
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第２章新しい資本主義に向けた改革
２．社会課題の解決に向けた取組
（２）包摂社会の実現

（少子化対策・こども政策）
少子化は予想を上回るペースで進む極めて危機的な状況にあり、児童虐待やいじめ、不登校等こどもを取り巻く状況も深刻で、

待ったなしの課題である。このため、「こども家庭庁」を創設し、こども政策を推進する体制の強化を図り、常にこどもの最善の利
益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えていく。
結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会を目指し、「希望出生率1.8」の実現に向け、「少子化社会対策大綱」等に

基づき、結婚、妊娠・出産、子育てのライフステージに応じた総合的な取組の推進、結婚新生活立上げ時の経済的負担の軽減や出会
いの機会・場の提供など地方自治体による結婚支援の取組に対する支援、妊娠前から妊娠・出産、子育て期にわたる切れ目ない支援
の充実、「新子育て安心プラン」の着実な実施や病児保育サービスの推進等仕事と子育ての両立支援に取り組む。妊娠・出産支援と
して、不妊症・不育症支援やデジタル相談の活用を含む妊産婦支援・産後ケアの推進等に取り組むとともに、出産育児一時金の増額
を始めとして、経済的負担の軽減についても議論を進める。流産・死産等を経験された方への支援に取り組む。養育費の支払い確保
と安全・安心な親子の面会交流に向けた取組を推進する。児童手当法等改正法附則に基づく児童手当の在り方の検討に取り組む。
全てのこどもに、安全・安心に成長できる環境を提供するため、教育・保育施設等において働く際に性犯罪歴等についての証明を

求める仕組み（日本版ＤＢＳ）の導入、予防のためのこどもの死亡検証（ＣＤＲ）の検討、未就園児等の実態把握と保育所等の空き
定員の活用等による支援の推進、ＳＮＳ等の活用を含めこどもの意見を政策に反映する仕組みづくり、学校給食などを通じた食育の
充実、放課後児童クラブやこども食堂等様々なこどもの居場所づくり等に取り組む。こどもの貧困解消や見守り強化を図るため、こ
ども食堂のほか、こども宅食・フードバンク等への支援を推進する。
こどもの成長環境にかかわらず誰一人取り残すことなく健やかな成長を保障するため、児童虐待防止対策の更なる強化、ヤングケ

アラー、若年妊婦やひとり親世帯への支援、真に支援を要するこどもや家庭の早期発見・プッシュ型支援のためのデータ連携、医療
的ケア児を含む障害児に対する支援、いじめ防止対策の推進等に取り組む。また、市町村における家庭支援機能の強化、里親支援の
充実等家庭養育優先原則の徹底、社会的養育経験者等に対する自立支援の充実等改正児童福祉法の円滑な施行に取り組みつつ、認定
資格の取得促進を含む児童相談所等の質・量の体制強化を推進する。
こども政策については、こどもの視点に立って、必要な政策を体系的に取りまとめた上で、その充実を図り、強力に進めていく。

そのために必要な安定財源については、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含め幅広く検討を進める。そ
の際には、こどもに負担を先送りすることのないよう、応能負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優
先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていく。安定的な財源の確保にあたっては、企業を含め社会・経済の参加者全員が連
帯し、公平な立場で、広く負担していく新たな枠組みについても検討する。
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２ 経済財政運営と改革の基本方針2022
（令和４年６月７日閣議決定） 抜粋
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３ こども政策の新たな推進体制に関する基本方針
（令和３年１２月２１日閣議決定）
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４ こども家庭庁設置法・こども基本法

こども（心身の発達の過程にある者をいう。以下同じ。）が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の
役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある
家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行
うとともに、当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その
所掌事務及び組織に関する事項を定める。

１．内閣府の外局として、こども家庭庁を設置
２．こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官とする
３．こども家庭庁の所掌事務
⑴ 分担管理事務（自ら実施する事務）
・小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並び
に推進

・子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援
・こどもの保育及び養護
・こどものある家庭における子育ての支援体制の整備
・地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保
・こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進
・こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
・こどもの保健の向上
・こどもの虐待の防止
・いじめの防止等に関する相談の体制など地域における体制の整備
・こどもの権利利益の擁護（他省の所掌に属するものを除く）
・こども大綱の策定及び推進 等
⑵ 内閣補助事務（内閣の重要政策に関する事務）
・こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現のための基本的な政策に関する事項等の企画及び立案並びに総合調整
・結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整
・子ども・若者育成支援に関する事項の企画及び立案並びに総合調整

４．資料の提出要求等
・こども家庭庁長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を
求めることができることとする

５．審議会等及び特別の機関
・こども家庭庁に、こども政策に関する重要事項等を審議するこども家庭審議会等を設置し、内閣府及び厚生労働省から関係審議会等の機能を移管するととも
に、こども基本法の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、内閣総理大臣を会長とするこども政策推進会議とする。

６．施行期日等
・令和５年４月１日
・政府は、この法律の施行後５年を目途として、小学校就学前のこどもに対する質の高い教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成長及びこどものある
家庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り方について
検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする

趣旨

概要
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こども家庭庁設置法の概要
（令和４年法律第75号
令和４年６月22日交付）



〇日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
・次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、
・こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現
を目指して、

〇こども施策を総合的に推進すること

〇「こども」……心身の発達の過程にある者
〇「こども施策」……①～③の施策その他のこどもに関する施策・これと一体的に講ずべき施策
① 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな
成長に対する支援

② 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
③ 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備

目
的

こども基本法の概要 （令和４年法律第77号
令和４年６月22日交付）

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるととも
に、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する
機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難な
こどもの養育環境の確保

⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

〇 年次報告（白書）
〇 こども大綱の策定

⇒ こども大綱を勘案して、都道府県こども計画を定めるように努めるものとする ・

〇 施策に対するこども等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 施策の充実及び財政上の措置等

定
義

基
本
理
念

白
書
・
大
綱

基
本
的
施
策

施行期日 令和５年４月１日
検討 国は、この法律の施行後５年を目途として、法律の施行状況及びこども施策の実施
状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点か
らその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっ
とったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討
⇒ 法制上の措置その他の必要な措置を講ずる

附
則
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徳島県では、現在次の計画を策定
・少子化社会対策大綱 ⇒  「第２期徳島はぐくみプラン（後期計画）」（Ｒ２～Ｒ６） 徳島県少子化対応県民会議
子供の貧困対策に関する大綱

・子供・若者育成支援推進大綱 ⇒ 「とくしま青少年プラン２０２２」 （Ｒ４～Ｒ８） 徳島県青少年健全育成審議会
・その他、第二期徳島県子ども・子育て支援事業支援計画、徳島こども未来応援プラン、徳島県ひとり親家庭等自立促進計画

※既存の３法律（少子化社会対策／子ども・若者育成支援／子どもの貧困対策）の白書・大綱と一体的に作成


